
嶺南地域代替看護職員確保支援事業補助金交付要領 

 

（趣旨） 

第１条 嶺南地域代替看護職員確保支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に

関しては、福井県補助金等交付規則（昭和４６年福井県規則第２０号。以下「規則」と

いう。）および福井県健康福祉部健康医療局地域医療課所管補助金等交付要綱（以下

「交付要綱」という。）に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、第３条に掲げる補助事業者が実施する代替看護職員の確保に要す

る経費を支援することにより、嶺南地域の医療提供体制の維持、充実を図ることを目的

とする。 

 

（補助事業者） 

第３条 補助事業者は、嶺南地域に所在する病院および病床を有する診療所（以下「指定

医療機関」という。）とする。 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助事業

者が現任看護職員（当該補助事業者に雇用された期間が１年以上である職員に限る。）

の労働基準法（昭和２２年法律第４９号）に基づく産前産後休業に伴い、代替看護職員

を新たに確保する事業（現任看護職員に対し産前産後休業時に給与を支給する場合に限

る。）とする。 

 

（補助対象経費、補助率および補助限度額） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率および

補助限度額は、別表の通りとする。 

 

（代替看護職員の確保等条件） 

第６条 第４条にある代替看護職員の確保に当たっては、以下の条件を満たすものとす

る。 

（１）代替看護職員は、保健師、助産師、看護師又は准看護師の資格を持つ者とする。 

（２）代替看護職員が代替する期間（勤務時間）は、現任看護職員が第４条に定める休業

を取得する時間数の合計までとする。 

（３）代替看護職員が従事する業務は、休業を取得する現任看護職員が現に従事する業務

も含め、指定医療機関における看護に関するものとする。 

（４）補助事業者は、現任看護職員の産前産後期間中の給与費を負担していること。 

 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額と補助限度額のい



ずれか低い額以内とし、かつ予算の範囲内とする。この場合において、千円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助事業者は、補助金の交付申請をしようとするときには、補助金交付申請書

（様式第１号）を知事に提出しなければならない。 

２ 補助金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）事業計画書（別紙１） 

（２）所要額内訳書（別紙２） 

（３）収支予算書（様式任意） 

（４）県税の滞納がないことを証する書類および地方消費税の納税証明書 

（５）その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定） 

第９条 知事は、補助事業者から補助金等の交付の申請があったとき、当該申請に係る書

類により当該申請の内容を審査し、これを正当と認めるときは、交付決定を行い補助事

業者に通知する。 

２ 知事は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。 

 

（変更交付申請） 

第１０条 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた場合において、

補助事業の内容または経費の配分の変更をする場合においては、変更交付申請書（様式

第１号に準ずる）を知事に提出しなければならない。 

２ 変更交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）変更理由書 

（２）事業計画書の新旧対照表 

（３）収支予算書の新旧対照表 

 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して３０日を経過した日または

交付決定通知を受けた日の属する年度の翌会計年度の４月１０日のいずれか早い日まで

に、事業実績報告書（様式第２号）を知事に提出しなければならない。 

２ 事業実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）事業実施報告書（別紙１） 

（２）所要額内訳書（別紙２） 

（３）収支決算書（様式任意） 

（４）その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１２条 知事は、補助事業に係る事業実績報告書を受けた場合においては、その内容を



審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知す

る。 

 

（補助金の交付請求） 

第１３条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書（様

式第３号）を知事に提出しなければならない。 

２ 補助金交付請求書には、交付決定通知書の写しまたは交付額確定通知書の写しを添付

しなければならない。 

 

（消費税等に係る仕入額控除税額報告） 

第１４条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税および地方消費税の申告により補助

金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税および

地方消費税に係る仕入控除税額報告書を交付決定の翌年度８月末日までに知事に提出し

なければならない。 

 

（補助金の交付取消および返還） 

第１５条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決

定の全部もしくは一部を取り消し、またはすでに交付した補助金の全部もしくは一部の

返還を命ずることができる。 

（１）本要領および補助金の交付の条件に違反したとき。 

（２）虚偽その他不正な手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。 

（３）交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているとき。 

（４）補助事業により取得し、または効用の増加した財産を処分したとき。 

 

（補助事業の経理） 

第１６条 補助事業者は、補助事業の経理について、他の経理と明確に区分し、その収支

の状況を会計帳簿によって明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿および補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受け

た日の属する会計年度の終了後５年間保存しておかなければならない。 

 

（その他） 

第１７条 この要領に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和８年度については、４月および５月に補助対象事業を実施している場合の申請期

限は、６月３０日までとする。 

 



別表 補助対象経費等 

１ 補助対象経費 ２ 補助率 ３ 補助限度額 

産前産後休業中に現任看護職員に支払う給与

費（給料、手当および法定福利費を含み、所

定労働時間を超える労働に対する手当や賞与

等は除く。以下同じ。）と代替看護職員に支払

う給与費のいずれか低い額 

１０／１０ 現任看護職員１人あた

り１，５００千円 

 

 


